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§10.給水計画

10-1.給水整備方針

　給水計画については、既設道の駅の建物への引込給水管口径がφ75であることより、同等の

施設ができるものと仮定し、基本設計では既設と同様の口径であるφ75で引き込む計画とする。

　なお、引き込み位置は北側の既設管φ100から分岐し引き込む計画とする。

図 10-1.1 給水引込位置図
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10-2.消防水利計画

　消防水利計画については、消防との打合せにより、以下の条件で計画を行うものとする。

①半径120ｍ以内に1箇所以上の消防水利施設を設置する。また、開発区域全体を網羅する

ように計画すること。

②災害の際、消火栓が使用不能になる場合があるため、最低でも1基、防火水槽を計画する

こと。

③防火水槽については、当該計画地は積雪があり吸管投入孔が埋もれてしまうことから、

吸管投入孔は、2箇所ついているものとすること。また、サクションパイプ付きのものと

すること。

④消火栓への接続口径は基準より、φ150とされている。ただし、管網計算より、水量及び

水圧に問題なければφ100でもよいとのことである。

（管網計算については、村山市水道課で確認を行う。）

なお、第9回打合せにおいて、まち整備課より、水道課との協議した結果、駅西中央5号線

の配水管はφ150、新町南線の配水管はφ100として計画を行う様指示を受けた。

　次頁に給水設計についての設計図面を添付する。
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